
平
成
三
十
年
十
一
月
七
日
提
出

質

問

第

三

六

号

政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
将
来
の
永
住
許
可
の
可
能
性
等
に

関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則

36



政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
将
来
の
永
住
許
可
の
可
能
性
等
に

関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
二
日
に
、
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
（
以
下
、
改
正
法
案
と
い
う
。
）
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

永
住
許
可
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
、
「
独
立
の
生
計
を
営
む
に
足
り
る
資
産
又
は
技
能
を
有
す
る
こ
と
」
と
い
う
要

件
を
満
た
す
た
め
の
資
産
と
は
、
具
体
的
に
い
く
ら
で
す
か
。

二

永
住
許
可
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
、
「
素
行
が
善
良
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に

充
足
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
は
充
足
し
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
そ
の
充
足
の
適
否
は
、
誰
が
ど
う
や
っ
て
判
断
し
ま
す
か
。
書

類
審
査
で
す
か
、
そ
れ
と
も
面
接
審
査
で
す
か
。
も
し
、
雇
用
主
が
、
雇
用
し
て
い
る
外
国
人
労
働
者
を
、
素
晴
ら
し
い
人

物
と
評
価
す
れ
ば
、
そ
の
外
国
人
労
働
者
は
「
素
行
が
善
良
で
あ
る
」
と
判
断
さ
れ
ま
す
か
。

三

改
正
法
案
の
施
行
後
、
特
定
技
能
一
号
及
び
二
号
の
外
国
人
労
働
者
、
永
住
許
可
さ
れ
た
外
国
人
労
働
者
、
家
族
を
帯
同

し
て
い
る
外
国
人
労
働
者
、
十
年
以
上
在
留
し
て
い
る
外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
、
一
年
後
、
五
年
後
、
十
年
後
、
二
十
年

一



後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
上
限
を
何
万
人
程
度
で
設
定
し
ま
す
か
。

四

特
定
技
能
一
号
及
び
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
日
本
に
在
留
し
て
就
労
し
て
い
る
期
間
は
、
永
住
許
可
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
、
「
そ
の
者
の
永
住
が
日
本
国
の
利
益
に
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
に
あ
る
、
「
就
労
資
格
又

は
居
住
資
格
を
も
っ
て
引
き
続
き
五
年
以
上
在
留
」
の
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
か
。
も
し
、
算
入
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
未
定

な
ら
ば
、
そ
れ
は
改
正
法
案
審
議
中
、
あ
る
い
は
改
正
法
案
成
立
後
の
、
ど
の
時
点
で
決
定
し
ま
す
か
。

五

四
に
つ
い
て
、
「
就
労
資
格
又
は
居
住
資
格
を
も
っ
て
引
き
続
き
五
年
以
上
在
留
」
の
期
間
に
、
特
定
技
能
一
号
及
び
二

号
の
外
国
人
労
働
者
が
在
留
し
て
就
労
し
て
い
る
期
間
が
、
算
入
さ
れ
な
い
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。
算
入
さ
れ
な
い
可
能

性
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
示
し
て
下
さ
い
。

右
質
問
す
る
。

二


